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要約；

　家族構成が子どもの情緒に及ぽす影響を考察するために、三世代同居家族と核家族にっいて、愛育相談所に来所した

ケースを分析する ことによりぐ情緒障害を呈している子どもの背景に焦点をあて・、詩に母親の本来の役割を阻害してい

る要因にういて検討した。戦前の三世代同居家族は、社会の規範や価値観を世代間に伝承することにより・夫婦・親子

のあり方、子どもの餐育方法も安定していたのだが、今日のように個々の家族が独立し・職業的にも多様化するにっれ・

家族のあり方も見直す必要が出てきた。父親の権威の喪失、祖母と母親の役割の境界の不明確さ、祖母、母親の意見の

くい違いなどが原因となリ．情緒随害を呈しているケースがみられる。一方、核家族の場合は、基本的には夫と妻の横

のっながりであるため、母子関係と同等に夫婦関係が重みを持っことになる。ゆえに、夫娼藺の性格のずれは家庭内に

緊張と不安を高め、子どもをまきこむ傾向が見られる。以上のような結果から、母子相互作用を円滑にしていくために

は．母親の役割を強化する必要がある。三世代同居家族では、母親個人に主眼を与え．主体性の確立が焦点となる・核

家族では、母親としての自己像に焦点をあてる必要が見られた・

見出し語：　核家族、三世代同居家族、母親の役割
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．1　はじめに

　愛育相談所に来所してきた事例の中で、惰緒随害症状

を呈しているものを検討してきたが、家族相談の過程（

家族相談とは、来談者である母親のサポートを目的とし

て、その家族関係の調整を含んだインテンシブな相談で

あり、本愛育相談所の特性として構成してきた相談方法

である。）において、その家族構成をとりあげてきた。

　すなわち、最初は核家族の問題をとりあげてきたとこ

ろ、当然ながら．　「母親の自己不確実の拡大』を知り得

たように思う。多くの子どもの情緒随害は、母親の母性

行為の希薄さと関係があることが指摘されて来ているが、

それが短絡的に「母性愛』　「スキンシップ』などという

慨念を想定させてきている。しかし最近の研究において

は・母親というか家族の対児関係における一貫性という

視点が璽要視されてきているのであ る。とすると、核家

族においては、母親をとりまく関係者の社会的調節機能

が不足することになりやすいので、父親（夫）との関係

が不安定になることによって、母親の不確実性が生じて

くることになるわけである。又子どもが複数でないと．

子どもにかかわる母親の認知や感情の弾力性を失うこと

も予馨さ劃・子どもへの客観的な見方を喪失しがちにな

るのであろう。子どもへの一貫性を失うということが、

子どもの情緒随害発生の契機となることが予想されるわ

けである。

　そこで、これと比較研究を行うという意味もあって、

三世代同居家族をとりあげることにした．とかく三世代

同居家族は、核家族に対して．その長所を言われている

が、本愛育相談所にも、三世代同居家族が訪れてくるも

のである。もし敢えて推測するとすれば、昔の三世代同

居とは異なった現代的な三世代同居家族の問題があって、

子どもが情緒随害を発生させているかも知れないのであ

る。この点率直に．その家族聞の状況を追究してみたい

と．思っている。

　今までの研究において．情緒障害をむこしている子ど

もを持っ母親の問題としては．母子相互作用のかかわり

の不足があげられている。つまり子どもとの関係にむい

て、わが子や自分自身の情緒をモジュレート（変更）す

る能力や状況に問題があることが指摘されるのである。

とくにその中で、子どもが不安や緊張が過剰にならない

ように対処していく母親の感性や、子どもをあやしたり、

なだめたりする応答性が問われるのである。

　つまり、今我々が相談活動の中で抱えている問題は、

家族の中で母子の相互作用の円滑さをとりもどすように

調整することを目指しているのである。

皿　方法

　愛育相談所に来所してきた情緒陸害を呈している子ど

もについて、特に家族構成が子どもの情緒に及ぼす影響

について、三世代同居家族4例と核家族6例にっいて事

例分析を試みた。特に母親本来の役割を阻害する家族要

因に焦，滋をあて、検討した。

皿　事例

事例 主訴 既往歴 家族構成 家族の関係構造
父一35才 祖母は元保育園長をしていた・祖父とは父親の幼児期に

3才 母一27才 離婚している。そのため本児がお祖父さんのようにわがま
A

吃音 問題なし 祖母（父方） まになってはいけないと育児に干渉が多い。母親は姑に対

男 一59才 する気がねからと保育の専門家という先入観にとらわれ．

本児 育児に主体性が持てない。夫婦関係は良い。

父一37才 祖母の権力が強く．家族に対し支配的である．父親は、

三 4才 チック 母一37才 祖母にたいし従順だが母親は自分の意志、感情を抑えこん

世 B 分離不安 〃 祖母（父方） でいて、裂面的には従ってるようだが、内に攻整性を秘め

代 男 一63才 ていて、子どもにあたることが多い。祖母への気がねから

同 本児 こどもに対しても、自分の意志や感情で自然に接する事が

居 できない。

家 父一53祖母（母方） 母親は大家族の中で会社の経理をやりながら祖父母の世

族 13才 友人関係 能力面 一如祖父（ρ） 話をしている・祖父母の方が母親を離したがらないため、
C 不適応 やや遅れ 一15伯父（2人） 父親は札幌に単身赴任しており、不安定な感情のまま毎日

女 本児伯母 をすごしている。本児は精神的に放任されていて、人間関

係をうまくもてない。
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父喝3祖父一85 本児は年令の離れた末子であり、家族中からペットのよ

14才 母一銘　祖母一76 うに扱われて育てられてきた．姉（畏女）が唯一の本児の
D 登校拒香 問題なし 女一24 気持ちを理解してくれていたが、その姉が結婚し、同時に

男 男一23 登校拒否が始まった。母親は祖父母の世話で忙しく．本児

一女一20 だけがやすらぎを得られる唯一のものとしてとりこんでし

児 まっている。

父一37才 両親とも自分の育った家庭とのつながりが強い。特に、

10才 母一36才 父親は家族をっれて毎週実家に行くことを家族に強制して
E チック 問題なし 本児 きた。母親では満たされない『甘え』を求めていたのであ

男 妹一3才 る・一方母親の欲求不満は母親の枠の中に子どもをとりこ

んでおくことで解消していた。

父 家庭の中では母親がリーダーシップをとり父親は弱い。

⑫才 母 自僧がなく、母親の言いなりになっている。本児は母親の
F 非行 問題なし 本児 統制から逸脱することが多いため問題視されていた。本児

核 男 妹一9才 を問題にすることによって家庭内の不満は顕在化されずに

いたわけだが、、家族療法を行うことによって適切な家族シ

ステムヘと変化した。

やや病弱 父一41才 夫婦開係がうまく行っていない。内的にじめじめした関

家 11才 ぜんそく 母一37才 係が続いており、母親がそろそろ決珊をっけようと思った
G チック （4才一7才） 本児 時に子どもをとりこんだ・母親は子どもと自分の性格は似

男 肥満気味 弟一9才 ていると感じてはいるが、本人の内面の気持ちまでくみと

れずn　o　n　v　e　r　b　a1なレベルで本児を拘束している。

族 父一37オ 母親は幼いころより人間関係が円滑に持てなく、母親自
H 8才 登校拒否 問題なし 母一35才 身が学校嫌いだったため登校拒否を強化していた。しかし

女 本児 母親の唯一の理解者であると思い依穿していた父親から批

判された事により母親の主体性が生まれてきた。

女 心因性腰 父 父親は非常に外面が良く、他人に対しては評判が良いが

31才 母 子どもの扱いはどうして良いかわからず、迎合してしまう。
1 男 庭内暴力 問題なし 長女 そのような父親に母親は批判的。母親は非常に見栄っぱり

29才 長男 で周囲の人がどう思うかということで行動をきめる。 自分

一男 留年 二男 の価櫨観のみで判断し、子どもの依穿をみたしきれなかっ

24才 浪費癖 た家族である。

洗牒強迫 父一37才 1才～4才までドイッで生活し、規範の厳しい生活をし

6才 傾向 母一41才 てきた。父母とも几根面で本児には厳しい養育態度で接し、

」 大便の始 問題なし 姉一8才 規範力が強く両親の価櫨体系の中に内包されていた．本児

女 末しない 本児 の感性の畳かさ、創造力、ユーモアなど「内なる子ども』

が十分にいかされにくかった。

w　考祭

　人間の生活の歴史の中で、三世代同居の形態は自然発

生的なものであり、戦前の我国では、それが常識でもあ

った。社会のしきたりや価値観を世代間に伝承すること

により、夫婦、親子のあり方．子どもの養育方法などが

順調に営まれていたのである。ところが核家族が増加す

ることにより、伝承の仕組は失われ、様々な弊害をもた

らすものと考えられるようになり．三世代同居の必要性

を説くものもふえだしてきた。しかし、当相談所に来所

したケースの中には、嫁姑の育児観の不一致、あるいは

父親の権威の喪失．祖父母、母親の役割の境界の不明確

さなどから情緒随害をおこしていると見られるものも少

なくない。例えば事例Aのように、祖母が保育の導門家

だったことから育児方針に口を出すことができず、 母窺

自身主体性をなくしている。子どもが吃音 という症状を
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だしてから、祖母の方針に懐疑的になっているものの、

気がねから自分の考えを言うことができず、葛藤状態に

ある・また．事例Bのように、祖母の支配が強く、物番

は全て祖母が決定する。母親は自分の意志で物事を決定

しようとするが、あとで文句を言われ．責められるのが

嫌で、表面的には従い、自分を抑えることで調和を保と

うとしている。又、子どもに対しても子どもの要求より

周囲に気をつかうため暖かい受容的関わりを欠き、拒否

的になりがちである。常にアンビバレントな気持ちでい

る。父親は非常に親孝行で祖母の言うことに従う。この

ような家庭の中で子どもは常に緊張を強めている。また

那例C，Dのように病身の祖父母の面倒をみなければな

らず、母親に過度の負担がかかり、その貴任感から緊張

を高めている場合もある。事例Cではゆとりをもって子

どもに接する ことができず、事例Dでは本児だけがやす

らぎを得られる唯一のものとしてペットのようにとりこ

んでしまっているのである・各事例に共通してみられる

事は．母親が自我抑制の状況におかれ．個人的な存在感

をもてなくなっている事が子どもに影響を及ぽしている

といえるのではないだろうか．

　一方、核家族は、従来のように家族が固定した価値観．

適応方法、役割など伝承されることがなく、夫婦の夫々

の性格．価値観などが重要になる．夫婦関係の軋櫟が子

どもをまきこんで情緒陸害を起こす場合も多く見られる。

事例E，F，G，1などに見ることができる。Eに於い

ては．実家とのっながりが強く、父親は母親では満たさ

れない甘えの感情を実家に蝸ることによって祖母に求め

ていたのである。そのような父親に対し、母親は不安定

な位置に齢かれる。自分の安定を得るために息子をとり

こんだと思われる。母親が自分を発揮できる唯一の場が

思子との関係でありそのため過度の干渉が行われたとい

える。串例Fはあまりにも弱い父親に対し、母親はイラ

イラし、リーダーシップを とらざるをえなかった。父親

と妹は母親にあわせることで調和を保っていた。しかし

子どもからみると、父親の役割がとれない父親を同一化

の対象として見ることができなかった、と思われる。事

例Gは夫婦関係がうまくいかず．内的にじめじめした関

係の中で育てられてきた。そして．父親より別居を言い

わたされ．母親はそれまで自分の世界のみで生きてきた

のだが、はっきりと夫婦関係の決珊をっけることを決心

すると同時に子どもをとりこみ、自分なりに育てようと

して塾に通わせはじめ、その時より、チックが出はじめ

た。事例 1では子どもからの依存をうけとめられず．自

分の価値競のみで生きている母親である。外見を気にし、

周囲の入がどう思うかで行動を決めている。父親も大変

外面は良いのだが、子どもに対してはど う接して良いの

かわからず、迎合してしまっている。母親は父親に失望

している。子どもは母親の枠の中で動かされてきたため

現実をありのままに把える事ができず、自立できないで

いまだ依存できる所を求めている状態である。事例Jは

ドイヅという規範の厳しい社会で、子どもは幼児期を過

ごさなければならず．父母とも厳しい餐育態度で接した。

特に、母親はおとなしい行儀の良い子ども像の中に本児

を納めておこうとし．本児の自発性、創造佐、空想力．

好奇心など『内なる子ども』が十分に生かされなかった。

学令期になり．本児の持っている創造性などが動きだす

が抑圧される。子どもは、動きだした何かに出会うには

何かを洗い流し、排除し凍ければならをいと感じ、洗糠

強迫という症状をだしたのではないだろうか。母親は本

児の「内なる子ども』の部分を理解し受容することがで

きにくく．とるべき役割がわからなかったと同時に母親

自身も自己像がはっきりしていなかったと思われる。事

例Hは母親が非常に個性の強いパーソナリティーで、他

人と意見のくいちがいを度々おこしていた。登校拒否を

おこす原因も母親と先生の関係がうまくいかなかったた

めであり、本児は母親にふりまわされる形で母親の理想

像をおしっけられていた。父親に対し唯一の理解者であ

ると思い依存していたが、登校拒否の件に関し、母親が

父親に批判されたことにより．家族のバランスが崩れた。

母親は自分でたち向かっていかねばならず、はじめて子

どもとの関係でとらなければならない母親の役割を感じ

だしたのである。

V　まとめ

　家族というものはその個々の成員のお互いの欲求を充

たしてくれる所であり、他の家族から援助をうける権利

が各々あり、又、自己の穿在を位置づけることのできる

唯一のよりどころでなければならないはずだが、以上の

事例からもいえることだが、どこかにひずみのできる事

により情緒陸害を呈することになるのである。特に三世

代同居家族に於いては、家族は老人にとっても、若夫婦

の家族の生活に対して補足的役割を持ち．老人固有の役

割がもてる場として．情緒的安定を得る場になってくる

はずである。しかし過去の価値観にこだわり、固執する

ことにより、母親との間でトラブルが生じている。母親

にとっては、祖父母からの役割期待．夫からの役割期待、

子どもからの役割期特などがあリ．期待される役割を、

実際に遂行することにより両者の間に欲求充足が得られ

るのであるが、ズレが生じたときに混乱をおこすのであ

る。実際の治療場面では．まず母親個人を主眼にし．い

かに主体性が持てるようになるかという事に焦点をあて
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ることからはじめる必要があ・ろう．

　一方、核家族に於いては．養育方法の伝逮がなくなっ

たために、家族か発達していく各段階に関する情報を絶

えず外から求めることになり．夫々の家庭に独自の餐育

方針はなくなり、周囲に依存し、一貫性のない育児にな

る傾向がある・又、夫婦感のむきだしの感情を緩和させ

る役割のあった祖父母が存在しないため、夫婦、親子間

の相互の依存度が高まることになる。各メンバーの相互

関係は、個々のパーソナリティーに委ねられ、夫婦間の、

性格のずれは子どもをまきこむ傾向がみられる。M。ボ

ウエンの三者関係理論と一致するところである・又．大

きな特徴として父親の権威の喪失がいわれる。フロイト

は『子どもにとって父親というものは、自分を卓越し、

自分を抑圧する僧い人物であるが、同時に自分を庇護し

てくれるゆえに敬愛の対象であるというアンビバレンス

な存在なのである。そのような父親に対する恐れによっ

こそ．子どもはエディプス状況を克服し、精神的自立を

逮成することができる。』と説いた。見えない父親とい

われる現在．いかに父親の役割を回復していくか、1っ

の課題でもある。核家族に於いて、父親も含めた家族全

体のダイナミックスを検討しをおす；とはもちろんであ

るが、まず母親自身の情結安定を考え、母親として子ど

もから期待される役割がスムーズに遂行できるように、

特に母親としての自己像に焦点をあてることが、母子相

互関係を円滑にすすめていくことになるであろう。

　高齢化社会になり、子どもの数も減少してきた現在．

r老父母との同居問題は、息子、娘夫婦の核家族の中に

祖父母がとりこまれ．その一員になるという発想よりは

分化した二世代核家族がもう一度新しい家族ネットワー

クをつくりあげるという発想で考えることが必要である。

物理的に同居するかどうかというよりも、お互いが支え

合うというhuman　support　networ
kとしての家族ネ ットワー、クをどのようにつくりあげ．

維持するかの発想が垂要である。』と小此木氏が述べて

いるように、新しい観点から母親の役割、父親の役割、

祖父母の役割を見直していく必要があろう。

談であることを気づくようになってきている。ただし、

これは家族療法の公式から外れる方法であろう。どちら

かと言えば家族やその嗣導の人たちとのヒューマン・サ

ポートを考えるという社会福祉の視点に近い相談活動の

ように思えるのである。考えてみれば、臨床家というも

のは、クライエントとの関わりのみにおいてクライエン

トを変えることにっとめているように見えるが．実は、

クライエントを通して、そのヒューマン・サポートのネ

ットワークに影響を与えていることになると思うのであ

る。このことは、公式的な家族擦蔽において．家族全員

を動員する方法とは異なり、家族関係のそれぞれの立鞘

を公平にとらえ、母親という家庭生活のキーパーソンヘ

の働きかけによって、そのサポートシステムの強化をは

かるものなのである。故に．母親を如何に上手にサポー

トし．それを個人として、母親という役割を通して、自

我機能を活性化させていけるものかが問われることにな

るのである。

　本愛育相談所が、家族療法を志してから久しいが、こ

の辺で家族療法とまではいかなくとも『家族相談』とし

ての創設を意識してもよいと思うがどうであろうか。相

談員の多くの認識を集約したっもりである。
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W　あとがき

子ど甲撒というものは汐ライヱントとして筋

親へのかかわりを通して、突は真のクライエントである

子どもの問題の解決を行うものである。従来、相談者が

親の訴えに同調してしまったり．、逮に親に対してお説

教などをしてしまうようなことも多かったようであるが、

我々は、前述のような家族全体に視野を拡げることによ

って、家族のメンバーの主体的な関係を育てるための相
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